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はじめに 

卒業研究、大学院の研究を行う
学生も、研究を行う以上教員と同
じ「研究者（科学者）」であり、等し
く研究者として責務を負います 
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研究倫理教育 
（大学院生Basic） 

研究倫理教育
（学部生） 

卒論作成年次 Ｍ1またはＤ1 

研究倫理案内 研究倫理案内 

倫理意識の涵養 

10月までに受講 5月までに受講 

学位論文の倫理的担保 卒業論文の倫理的
担保 

倫理意識の啓発 

レポート作成上の
注意 

研究倫理に関する授業科目 

標準プログラム 

平成29年4月より実施 

研究倫理教育 

（大学院生
Advanced(M),(D)） 

学位論文作成年次 

10月までに受講 



講習会の項目 

●第１部 （ｐ8） 

 責任ある研究活動 （ｐ8） 

1. 研究活動の不正行為 （ｐ15） 

2. 研究費の不正使用 （ｐ29） 

3. データの取り扱い （ｐ34） 

4. 研究成果の発表 （ｐ49） 
 

●第２部 （ｐ60） 

  広島大学における科学者の行動規範と規則 
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研究倫理教育教材① 本日の講義テキスト 

Section Ⅰ 責任ある研究活動とは  What  Is a Responsible Research  Activity ?             

Section Ⅱ  研究計画を立てる  Planning  Research       

Section Ⅲ 研究を進める  Conducting  Research                                         

Section Ⅳ 研究成果を発表する  Presentation  of  Research  Results                 

Section Ⅴ 共同研究をどう進めるか  How  to  Conduct  Joint  Research                 

Section Ⅵ 研究費を適切に使用する  Appropriate  Use  of  Research  Funds      

Section Ⅶ 科学研究の質の向上に寄与するために  

                          Contributing to  Quality  Improvement  in  Scientific  Research    

Section Ⅷ 社会の発展のために  For the Progress  of  Society     

 

科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－ 

WEB上で全文公開
http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1353972.htm 

通称 Green Book 
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以下、WEBで公開されている「科学の健全な発展のために」からの出典はタイトル欄に「（Green Book Text P○）」で示す。） 



研究倫理教育教材② 冊子、授業科目 

○ 『研究倫理案内』の配布（日本語、英語、中国語） 

大学院において、社会でリーダーとして活躍できる人間力、物事を俯瞰的、 

総合的に捉える発信できる力、時間管理能力、高い倫理観、問題解決で 

きる人材を養成するため、全ての研究科の学生が共通に履修できる授業 

科目のなかに、『研究倫理涵養分野（社会との関係で必要とされる倫理を 

涵養する授業科目）』を設けています。                                  

○ 大学院共通授業科目における研究倫理涵養分野 

主な授業科目名 開設部局 

研究倫理（Research Ethics)* 理学研究科 

生命・医療倫理特論 医歯薬保健学研究科 

科学者・技術者倫理 生物圏科学研究科 

＊印は、英語で行われる授業科目 

○ 『レポート作成上の注意』配布（日本語、英語、中国語） 

「もみじ」→「学びのサポート」→学士課程→レポート作成上の注意 

 レポートを書くときに注意すべきこと（剽窃、著作権、引用等）を簡単
にまとめた小冊子（２０１６．３改定） 

 研究倫理について簡単にまとめた小冊子（２０１６．３改定） 

「もみじ」 →「学びのサポート」→大学院課程→研究倫理案内  
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研究倫理教育教材③ e-learning 

CITI Japan ｅ－ラーニング 
http://www.shinshu-u.ac.jp/project/cjp/ 
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JSPS ｅ－ラーニング（eL CoRE）  https://www.netlearning.co.jp/clients/jsps/top.aspx 

事例で「学ぶ/考える」研究倫理 –誠実な科学者の心得- 

JSPSテキスト『科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得』（Green Book）の内容をもとにアニメーション化し
た事例で学び・考える教材であり、各テーマごとに確認テストを受検する。2016年4月運用開始 

責任ある研究行為：基盤編（RCR-H） （人文系 ） 

      「研究における不正行為」「盗用」「共同研究」「ピア・レビュー」「公的研究資金の取扱い」 

 

責任ある研究行為：基礎編（ＲＣＲ-S） （理工系） 

     「研究不正」「工学研究におけるデータの管理上の倫理問題」「理工学分野における利益相反」 

     「責任あるオーサーシップ」「工学研究領域の論文発表とピア・レビュー」「理工学分野における共同研究」 

     「研究者の社会的責任と告発」「環境倫理：工学研究の環境的側面と社会的側面」「メンターとアドバイザー」 

     「人を対象とした研究ダイジェスト」「動物実験の基礎知識」「公的研究資金の取扱い」 

      

 責任ある研究行為：基礎編（ＲＣＲ） （医学系） 

     「責任ある研究行為について」「研究における不正行為」「データの扱い」「共同研究のルール」「利益相反」 

     「オーサーシップ」「盗用」「社会への情報発信」「ピア・レビュー」「メンタリング」「公的研究資金の取扱い」 

     「責任ある研究行為ダイジェスト」 

  

 上記以外にも単元が設けられている。 

      



第一部   

責任ある研究活動 
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科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－  
Section Ⅰ 責任ある研究活動とは  What  Is a Responsible Research  Activity ? 



責任ある研究活動とは (Green Book Text P11) 

• 社会における科学者の責務とは何でしょうか。
科学者には，その英知をもって新たな発見を
したり，社会が抱えるさまざまな課題を解決し
てほしいという社会からの期待があります。 

• こうした期待に応えることが一つの責務とい
えるでしょう。また， その過程において公的な
研究資金を使用するケースも多いだけに， そ
うしたものに込められた社会からの期待につ
いても自覚しておかなくてはなりません。 
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• 科学者は，常に正直かつ，誠実に判断，そし
て行動し，自分の専門知識・能力・技芸の維
持向上に努め，科学研究によって生み出され
る知の正確さや正当性を科学的に示す最善
の努力を払うことが求められます。 

• 科学研究は，科学者同士がお互いの研究に
対して信頼できるということが前提で成り立っ
ています。このため，科学者には誠実さをもっ
て研究の立案・計画・申請・実施・報告にあた
ることが求められます。 

 

10 責任ある研究活動とは (Green Book Text P12) 



研究者として許されない行為 

• 研究活動における不正行為 

 

 

 
 

• 研究費の不適切な使用 
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① ねつ造 

② 改ざん 

③ 盗  用 

① 私的流用 

② 虚偽請求 



ディオバン事件 2012 年（ Green Book Text P51） 

• 複数の大学病院等が参加して，高血圧症
治療薬ディオバンに関する臨床研究をそ
れぞれ行った際，製薬会社に有利な結論
を生むように，被験者の血圧の数値など
のデータ操作や統計操作が行われたとさ
れました。 

• 不正の発覚後これらの論文は撤回されま
した。 

• データのねつ造，改ざんに関わった元社
員および不正な論文を利用してその薬の
広告をした製薬会社は，薬事法の禁止す
る誇大広告の罪にあたるとして起訴され
ました。 

12 

出典：European Heart Journal Website 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/cont

ent/ehj/30/20/2461.full.pdf 



STAP問題 2014年 13 

• 2014年1月理化学研究所が万能細胞で
あるSTAP細胞の作製に成功したと発表
し、Nature誌が関連する2編の論文を掲
載しました。 

• 論文発表直後から、主張の根幹に関わ
るデータを含む数々の疑惑が指摘され、 

理研の研究論文の疑義に関する調査委
員会は、第１論文 について細胞画像の
ねつ造、DNA解析画像の改ざんを認定
し、論文は2本とも撤回されました。 

出典：Nature, 511, 3 JULY, 5 (2014） 

• その後、博士論文でも論文不正が発覚し、学位を授与した大学
は文書の盗用など11か所を不正行為と認定し、その後、博士号
を取り消しました。 



これらの事件の報道の大きさ 

• 社会が科学技術に対して、そして科学者に対し
て大きな期待を抱いていることの裏返しに他な
りません。 

 

• 科学者はこの期待に応える責務を負っています。 

• 科学は、常に正直かつ，誠実に判断，そして行
動し，自分の専門知識・能力・技芸の維持向上
に努め，科学研究によって生み出される知の正
確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払
うことが求められます。 

 

14 



第一部 1 

研究活動の不正行為 
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科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－  
Section Ⅲ 研究を進める  Conducting  Research 

       5. 研究不正行為とは何か 



研究活動における不正行為 

●研究者倫理に背馳し、研究活動の本質ならびに成果の発表にお 

   いて、その本質ないし本来の趣旨を歪め、研究者コミュニティの正 

  常な科学的コミュニケーションを妨げる行為   

① ねつ造 

② 改ざん 

③ 盗  用 

特定不正行為 

④   論文の二重投稿 

⑤ 不適切な著者記載 

⑥ 既往論文を引用しない行為  
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特定不正行為（ Green Book Text P50） 

① ねつ造 

– 存在しないデータ，研究結果等を作成すること。 

② 改ざん 

– 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い，デー
タ，研究活動によって得られた結果等を真正でない
ものに加工すること。 

③ 盗用 

– 他の研究者のアイデア，分析・解析方法，データ，
研究結果，論文又は用語を当該研究者の了解又
は適切な表示なく流用すること。 
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分野別の研究不正 18 

出典：菊池重秋, IL SAGGIATORE, 40, 63-86 (2013） 

著者が保存している新聞記事等に基づく整理（1997.10～） 

注：盗用と剽窃には明確な定義の違いはない。 

広島大学でも過去にデータの捏造、論文の盗用があり、研究活動においても社会的
にも信頼を損ねた事例があります。 



Nature誌の投稿規定 19 

authors & referees > Policies > Image integrity 

http://www.nature.com/authors/policies/image.html 

http://www.nature.com/authors/
http://www.nature.com/authors/policies/


Photoshopによるゲル画像の調整 

• Photoshopを使用するうえで、絶対にしてはいけ
ないこと 

① コピー＆ペースト（あたりまえ）←しかし、過去の捏造の大
部分はこれ 

② タッチアップ（写真の傷を修正するためのツール）の使用 

③ 画像の一部のみ、明るさやコントラストを変更すること 

④ 異なった時間・場所で行なった実験結果を、あたかもひと
つのデータのようにみせること（たとえば、同じ電気泳動
ゲル状の離れたレーンを近づけた場合でも、あいだには
境界線を描かなければならない） 
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出典：中山敬一, 蛋白質 核酸 酵素, 53(15), 2001-2006 (2008） 



改ざんの事例 21 

出典：Rossner et al., J Cell Biol, 166, 11-15 (2004） 

列３のバンドが
削除されている 

列３にバンドが
加えられている 



改ざんの事例 22 

出典：Rossner et al., J Cell Biol, 166, 11-15 (2004） 

左の２つと右下の細胞は
後から加えられている 



『正しい知識が捏造を防ぐ データを正確に解釈
するための６つのポイント』 日本分子生物学会 

• 「連載にあたって」 

 中山敬一 （九州大学生体防御医学研究所 分子発現制御学分野） 

  

No.1 「Photoshopによるゲル画像の調整」 「Ｑ＆Ａ」 

    中山敬一 （九州大学生体防御医学研究所 分子発現制御学分野） 

No.2 「蛍光顕微鏡データの誤った解釈」 「Ｑ＆Ａ」 

    水島 昇 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 細胞生理学分野） 

    鈴木邦律 （基礎生物学研究所 分子細胞生物学研究部門） 

No.3 「客観的な判断のむずかしい事例をどう扱うか？ 

   定量化の方法と代表例の選び方を主題として」 「Ｑ＆Ａ」 

    齋藤成昭 （久留米大学分子生命科学研究所 細胞工学研究部門） 

No.4 「微妙なデータをどう表現するか 

   骨研究分野での実験データ解釈を例として」 「Ｑ＆Ａ」 

    加藤茂明 （東京大学分子細胞生物学研究所 核内情報研究分野） 

No.5 「大規模データの解析における問題点  

    DNAマイクロアレイによる遺伝子発現量の測定を例として」 「Ｑ＆Ａ」 

    山田陸裕 （理化学研究所発生再生科学総合研究センター システムバイオロジー研究チーム） 

    上田泰己 （理化学研究所発生再生科学総合研究センター システムバイオロジー研究チーム） 

No.6 「分子生物学，生化学，細胞生物学における統計のポイント 

   医療統計学の専門家を交えた鼎談」 

    山中伸弥 （京都大学物質－細胞統合システム拠点 iPS細胞研究センター基礎生物学部門） 

    青井貴之 （京都大学物質－細胞統合システム拠点 iPS細胞研究センター基礎生物学部門） 

    佐藤俊哉 （京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻医療統計学分野 
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http://www.mbsj.jp/admins/ethics_and_edu/PNE/index.html 

PDFファイルで
提供されている 



盗 用（ Green Book Text P52） 

• 他人の論文の多くの部分を適切な引用をせずに自分のものであ
るかのように転用するのは明らかな盗用です。 

• 大学の教授が大学院生の未公刊の論文を見せてもらい，そのア
イデアを自分の論文として公表するというのもアイデアの盗用に
あたります。 

• 人文・社会科学系の研究不正では，ねつ造，改ざんはあまり多く
ないのに対して， 盗用が大きな問題となっています。 

• 実験系の研究では，実験手法や使った資料(マテリアル・アンド・
メソッド)を記載する際に，既発表の論文から出典を明記せずに
用いることも問題となります。なお，元の記述をそのまま用いる
場合だけでなく，記述に修正を加えて利用する場合にも，出典を
明記する必要があります。 
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盗用の実例（文科系） 

• A大学教授（現代国際学部）：学部紀要第８号（2012年3月）に掲載さ
れた論文は、Z大学教授が発表された論文の盗用であると認定され

ました（３５ページ中１６ページ。うち末尾の注５４か所中、注１４番目
から注５４番目まで）。 

• B大学准教授（商学学術院）：学生3名の修士論文（2013-14年）の文

章や図表を許諾を得ずに使用し、出典を明示せず、「日本経営学会
誌」に2本、「早稲田国際経営研究」に2本、論文を執筆し、掲載されま
した。 

• C大学学生：卒業論文（2012年）が同大学文字文化財研究所発行の
年報に掲載されましたが、お茶の水女子大教員の著書などから約20

か所の盗用が見つかりました。 

• D大学大学院生（公共経営研究科）：博士論文に少なくとも64か所に

わたり不適切な引用がなされ、そのうち学生自身の見解であると論
述されている12か所部分について、他者が作成した文献から無断で
盗用していると認定され、学位が取り消されました（2013年）。 
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論文の取り下げ 

• 1940s-2012までにPubMedに掲載された生
物医学と生命科学の2,047本の撤回論文を
調査（Fang et al., 2013 PNAS） 

 

• 67.4％は不正行為が理由 

– ねつ造/ねつ造が疑われる 43.4％ 

– 二重投稿 14.2％ 

– 剽窃 9.8％ 
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主要な学術誌が剽窃検出を実施 

• iThenticate （剽窃検出ツール） 

– 参加出版社：Elsevier, Nature Publishing, 

Springer, Taylor & Francisなど500以上 

– データベース：約80,000の科学、技術、医療系雑誌 

• Taylor & Francisの3つの雑誌で6か月間のテ
ストを実施 

– それぞれ約10％、6％、23％を剽窃を理由にリジェ
クトした。（Nature 466、167 （2010） ） 
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剽窃防止ソフト（ iThenticate ） 

• 学生は直接使用できませんが、本学でも教
員は剽窃防止ソフトが使用できます。 

• 今や剽窃（盗用）は簡単に検出されます。 
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第一部 2 

研究費の不正使用 
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科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－  
Section Ⅵ 研究費を適切に使用する  Appropriate  Use  of  Research  Funds 



研究費の不適切な使用 30 



① 虚偽請求事例 31 



② 虚偽請求、③ 個人経理 事例 32 



不適切な使用の影響 33 



第一部 ３ 

データの取り扱い 

34 

科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－  
Section Ⅱ 研究計画を立てる  Planning  Research 
Section Ⅲ 研究を進める  Conducting  Research 

       2. インフォームド・コンセント 
       3. 個人情報の保護 
       4. データの収集・管理・処理 



研究のプロセス 35 

先行研究 

研究計画 

研究実施 

成果の公表 

研究計画 

研究実施 

卒論・修論・博士論文 

学会発表・投稿論文 

研究成果を検証するためには、正
確な一次情報を保存しておくことが
必要です。 

公表された研究成果の信頼性の
確保は、公表された内容だけでな
く、その成果の元となったデータか
ら成果としてまとめた過程を保存し
ておくことが必要です。 

【引用・参照】先行研究への正当な
クレジットと他者と自分の研究の区
別を明確しなければなりません。 

自身の研究の発展のためには、自
信が取得した一次情報（実験条件
等を含む生データ、集計前のアン
ケートなど）を保存しておくことが必
要です。 



データの重要性 

• 研究データは、得られた研究成果を論文等（修
論等を含む）として発表する際だけでなく、発表
後も、発表内容の信頼性を保証するエビデンス
となります。 

• 論文に疑義が生じた際には、研究データによっ
てその正当性を証明しなければなりません。 
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authors & referees > Policies > Image integrity 

http://www.nature.com/authors/policies/image.html 

http://www.nature.com/authors/
http://www.nature.com/authors/policies/


信頼性のあるデータ（Green Book Text P44） 

① データが適切な手法に基づいて取得された
こと 

② データの取得にあたって意図的な不正や過
失によるミスが存在しないこと 

③ 取得後の保管が適切に行われてオリジナリ
ティが保たれていること 
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ラボノート（Green Book Text P45） 

① 実験で得られた加工前の生データを保管する 

② 実験結果を再現できますか？ 

実験材料、手順や条件、使用器具、測定機器等を詳述 

③ 結論に至るプロセスを説明できますか？ 

目的、データの処理、解釈、発展等を詳述 

④ オリジナリティの確保と共有 

日時、実験者を明記（貢献度・知的財産）した上で、指
導教員や共同研究者と情報共有 
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ラボノートの管理（Green Book Text P46） 

① ラボノートは個人の所有ではなく、組織の財産 

研究室等の研究グループ単位で保管 

広島大学では、原則として当該論文等の発表後10年
間の保管義務があります 

② 個人情報を含むデータ 

データへのアクセス権の設定など個人情報の流出には
十分注意してください 

③ 電子媒体による保管 

後で容易に改変可能な状態での保管は避けてください 
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山口大学の佐田洋一郎教授がコクヨS&T(株)と共同で開発した研究ノート 
（RESEARCH LAB NOTEBOOK）における記入例 

40 実験ノートのサンプル （Green Book Text P48） 



  ・ 研究資料等を適切に管理・保存すること  ⇒ ａ） ｂ） ｃ）の実施 

  ・ 必要に応じて開示すること 

 研究者等の責務   [規則第３条第４項] 

  ・ 研究活動の正当性を証明する手段の確保すること 

  ・ 第三者による研究活動の検証を可能とすること 

論文投稿 
研究活動 １ 

２  論文公表 ３ 

作成・保管 

ａ）資料：原則として当該論文等の発表後１０年間保存 
ｂ）試料や装置など：原則として当該論文発表後５年間保存 

研究資料保存に関
する情報整理票 

Ｃ）研究資料等の保存に 
  関する情報を整理 

研究者等 

『広島大学における研究資料等の保存に関するガイドライン』を策定 

41 広島大学における研究資料等の保存ガイドライン 



情報整理票 42 

学術研究成果の論文題
名・題目

投稿論文筆頭著者
（First Author）
連絡先となる代表著者
（Corresponding Author)

投稿した学術誌名

□　関係なし

剽窃ソフトによる検証の
有無

□　検証の結果、問題なし

氏名
（科研費研究者番号）

a)企画・構想 b)実験遂行
ｃ）データ解

析
ｄ）理論解釈 e)草稿作成

f)重要な箇所
への意見

氏名
（科研費研究者番号）

h)執筆の補
佐

i)技術面の協
力

j)周知の理論
の教示・示唆

k)施設の提
供

l)資金提供

３．Acknowledgementに
記載した研究資金

資料の種類・態様 作成時期 媒体の種類 作成者 管理者 保存場所
秘密情報の
有無

学術誌への
投稿

その他

資料の種類・態様 作成時期 媒体の種類 作成者 管理者 保存場所
秘密情報の
有無

学術誌への
投稿

その他

実験計画の該当 実験責任者 承認番号 承認年月日 承認期間

□　遺伝子組換え生物等使用実験計画

□　動物実験計画

□　放射性同位元素使用実験計画

□　医の倫理に関する実験計画

学位論文との関係

学術研究成果の発表先
等

１．Authorship
投稿論文に関する著者
及び責任分担

２．Acknowledgement
投稿論文における研究
遂行に寄与した者

研
究
者
等
の
情
報

著
作
者
等
に
関
す
る
情
報

資料（文書、数値デー
タ、画像など）

試料（実験試料、標本、
装置など）

研
究
資
料
の
情
報

実
験
計
画
等

実験計画の承認

計画名（課題名）

学位論文名

学生の氏名

博士・修士・学士の区分

m)その他

□　検証をしていない

□　関係あり

科研費研究者番号

科研費研究者番号

学術研究成果の発表日

保存期間

研究資料保存責任
者

基
本
情
報

研究資料保存に関する情報整理票

そ
の
他

その他特記事項

No.

g)その他

保存期間の満了日

資料
資料（文書、数値データ、画像など）は原則として
発表の後10年間

試料、装置
試料（実験試料、標本）、装置などは原則として
発表の後5年間

情報整理票 （雛形）を決定 

○基本：論文名、保存期間、保存責任者 

○研究者等：論文投稿者、投稿先、学位論文との関係 

○著者等：オーサーシップ 

○研究資料：資料（文書、数値データ）、試料 

○実験計画：遺伝子組換え生物、動物実験等の承認 

※情報を整理することで、適切な管理と亡失を防ぐ 

研究分野の特性に応
じて改編可能 



人権の保護及び法令等の遵守（Green Book Text P21） 

• 科学研究の名の下に何をやってもよい，とい
うことではありません。研究の自由は，守るべ
きものを守る義務と責任を果たしてこそ保障
されるものであることを忘れてはいけません。 

43 

人権の保護 

インフォームド・コンセント 

個人情報の守秘 

生命倫理に関連する法令などの遵守 

安全に関連する法令の遵守 

倫理審査委員会における承認 



人を対象とする場合の注意点（Green Book Text P35） 

• インフォームド・コンセント 

– 被験者となることを求められた者が，研究者等か
ら事前に臨床研究に関する十分な説明を受け， 

その臨床研究の意義， 目的，方法等を理解し，

自由意思に基づいて与える，被験者にとなること
及び試料等の取扱いに関する同意をいう 

 （厚生労働省の臨床研究に関する倫理指針） 
 

      個人情報の保護 

• 人文・社会科学におけるインタビューなども基
本的には同じ配慮が必要となります。 
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個人情報（Green Book Text P41） 

• 生存する個人に関する情報であって，当該情報に含ま
れる氏名，生年月日，その他の記述等により特定の個
人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合

することができ，それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む)をいう」（個人情報保護
法） 

• 具体的には，氏名，性別，生年月日等，それによって，
個人を識別できるような情報だけでなく， 個人の身体，

財産，職種，肩書き等の属性に関して，事実，判断，評
価を表すすべての情報 

45 

（細胞から採取されたDNAを構成する塩基配列などが政令等で規定される予定） 



個人情報に関する科学者の責務（Green Book Text P42） 

臨床研究に関する倫理指針 ※平成29年春頃改正予定 

① 研究の結果を公表する際には被験者を特定でき
ないようにする 

② インフォームド・コンセントを得る際に，その説明で
特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて
個人情報を使わない 

③ 不正な手段により個人情報を取得しない 

④ 利用目的の達成に必要な範囲内において，個人
情報を正確かつ最新の内容に保つよう努力する 

⑤ 個人情報が漏えい，滅失あるいは，破損しないよう
に安全管理をしなければならない 
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個人情報に関する科学者の責務（Green Book Text P42） 

人文・社会科学研究 

未公刊の文書史料やインタビュー記録を引用しな
がら成果を発表する 

① あらかじめインタビューの際に，聴き取りの相手との間に，
研究の目的・公開の範囲と形態についてまた発表にあた
り相手の検閲を受ける必要の有無について，合意を得て
おく。 

② インタビュー記録の引用に際しては聴き取りの相手の合意
を得た範囲内において，相手の名前，役職，インタビュー
日時，場所を明確にする。 
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個人情報に関する科学者の責務（Green Book Text P42） 

③ 史料館などで公開されている史料・資料を引用する場合は，
史料館名・史料名・史料番号などを明記する。寄託史料で，
発表の際には寄託者に草稿を事前に見せ，同意を得ること
が条件になっている場合は， その条件を遵守する。 

④ 特別の許可を得て，史料・資料の閲覧を個人や企業から許
された場合は， どこまで史料・資料そのものとその所在を
公表できるのか，個人情報に関わることをどこまで公開でき
るのかなどについて，事前に合意をとり，その条件を明示す
る。 

⑤ 史料・資料の引用にあたり，個人の出生・門地・経済状況・
死亡(病歴などをも含む)・犯歴などの情報については，過去
の人物であっても，その子孫や継承者のプライバシーを侵
害することのないよう，細心の注意を払う。 
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第一部 4 49 

研究成果の発表 

科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－  
Section Ⅳ 研究成果を発表する  

        Presentation  of  Research  Results         



研究成果のクレジット（Green Book Text P66） 

• 科学者の研究への貢献を認めることをクレ
ジット(credit) といいます。 

– 論文の著者に表示されるオーサーシップ 

– 他の著者の研究を「引用」すること 

– 当該研究に貢献した科学者を「謝辞」の中で挙げ
ること 

 

• 不適切な著者記載 

• 既往論文を引用しない行為 

 

 

不正行為 
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誰を著者とすべきか（ Green Book Text P66） 

• 論文の著者として掲載されるため4つの基準 

1. 研究の構想・デザインや，データの取得・分析・解釈に実質
的に寄与していること 

2. 論文の草稿執筆や重要な専門的内容について重要な校
閲を行っていること 

3. 出版原稿の最終版を承認していること 

4. 論文の任意の箇所の正確性や誠実さについて疑義が指摘
された際，調査が適正に行われ疑義が解決されることを保
証するため研究のあらゆる側面について説明できることに
同意していること 

• すべての条件を満たすことがオーサーシップの条件で
あり，逆に，以上の条件を満たす者については著者と
して記載されなければならない 

出典：国際医学雑誌編集者委員会（ICMJE)の投稿統一規程 
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オーサーシップにおける不正行為（ Green Book Text P68） 

• ギフトオーサーシップ 
– 著者としての資格がないにもかかわらず，真の著者から好意的に付

与される場合 

– 真の著者に対して強い立場にある者が，その立場を利用して名前を
連ねさせるケースや，真の著者が自ら，親しい者や，今後のことを考
えると著者としておいたほうが好都合な者を著者に加えるというケー
スなど 

• ゴーストオーサーシップ 
– 著者としての資格がありながら著者としてクレジットされていない場合 

– 大学院生による実験データ収集・解析が教授の指示に基づいて行わ
れたものでしかなかったとしても，研究への主体的寄与がある場合に
は，その院生は著者として挙げられるべき 

– 製薬会社の社員が臨床研究を実行し，データの解析を行っていたに
もかかわらず，大学関係者だけが研究論文に著者として挙げられて
いたディオバンのケース （P12参照） 
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二重投稿・二重出版①（ Green Book Text P69） 

• 著者自身によってすでに公表されていることを開示す
ることなく，同一の情報を投稿し，発表すること 

• 研究論文を投稿する場合， もしその内容の重要な部

分をすでにどこかに発表している場合は，そのことを明
示する必要があります 

• 博士論文の公表も発表に該当することに注意しなけれ
ばなりません。特に2013 年には学位規則が改正され，

インターネット上で公表されることになりました。これに
より，学位授与から1年以内に博士論文全文がウェブ

上で公表されることが通例となるでしょう。博士論文に
基づいた論文を投稿するときには，そのことを学術雑
誌に対して忘れずに申告することが必要です。 
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54 二重投稿・二重出版② 

研究倫理に関するFAQ（学位論文関係分抜粋） 
No. Q A 

1 
博士学位論文を出版社で出版したいと思いますが、二重出版になるでしょ
うか。 

博士学位論文は、2013年度から学位規則の改正により、ＷＥＢ(広島大学
学術情報リポジトリ）で公開されています。 

このことが二重出版にあたるかは分野の慣習や出版社の方針によるため、
指導教員や出版社と相談してください。 

2 

（前略）2013年に学位規則の改正により、学位授与から1年以内に博士論
文がWEB上で公表されることが通例となると説明がありました。 

博士論文に特許申請に係る内容がある場合、どのようにしたらよいでしょ
うか。公表により特許の新規性の喪失にならないでしょうか。 

博士論文は、広島大学学位規則に基づき、学位を授与された日から1年
以内に、学位の授与に係る論文の全文を公開しなければなりません。 

ただし、博士論文の公表は特許の新規性の喪失になるなどやむを得ない
事由がある場合は、学長の承認を受けて、その内容の要約したものを公
表することができます。このやむを得ない事由には、特許等の出願予定が
あり、「博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書（申請書）」によって
手続きを行うことになります。当該研究科の当該研究科支援室(学生支援
担当)に相談してください。 

3 
（前略）2013年に学位規則の改正により、学位授与から1年以内に博士論
文がWEB上で公表されることが通例となると説明がありました。 

博士論文を図書に投稿する場合はどのようにしたらよいでしょうか。 

出版契約書等をよく確認のうえ、出版社に相談してください。その結果、博
士論文の全文が公表できない場合は、全文が公表できないやむを得ない
事由があるとして手続きを行い、学長の承認を受けて博士論文の内容の
要約を公表することになります。 

4 
(博士の)学位を既に取得した者が、博士の学位論文をリポジトリに登録す
る場合はどのようにしたらよいでしょうか。 

2012年度以前に学位を取得した者が、博士の学位論文をリポジトリに登
録する場合は『広島大学学術情報リポジトリ 学位論文(博士）登録許諾
書』を提出することになります。図書館・学術情報企画主担当に問い合わ
せください。2013年度以降に学位を取得した者の場合は、当該研究科支
援室(学生支援担当)に問い合わせください。 



サラミ出版（ Green Book Text P70） 

• 一つの研究を複数の小研究に分割して細切
れに出版することは「サラミ出版」または「ボ
ローニャ出版」と呼ばれています。 

• 業績の水増しになるだけでなく，全体としての
研究意義の把握がしにくくなり，他の科学者
に無用な手間暇をかけさせるといった点から
問題です 
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先行研究の不適切な参照（ Green Book Text P70） 

• すでに行われた研究に対して正当なクレジッ
トを与えるためには，先行研究を十分に調査
すると共に，論文執筆にあたって先行研究を
適切に参照することが不可欠です。 

• ときに自分の研究グループと対立する研究グ
ループによる先行研究を意図的に参照しない
事例が見られます。 
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他人の著作物を利用するには（ Green Book Text P72） 

• 他人の著作物をコピーしたり改変して二次的著作物
を作成し利用する場合には，その著作物の著作権者
に了解を得ることが原則となります。 

 

• ジャーナルなどの出版物に掲載されたものは著作権
が出版元にある場合が多いので，たとえ自分で書い
たものであっても著作権者である出版元の使用許諾
を得る必要があります。 

• 研究成果が新聞や各種メディアで報道された場合そ
の記事を自分たちのウェブサイト等で紹介することが
ありますが記事そのものを転載する場合には新聞社
やメディア機関に許可を申請する必要があります。 
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著作権者の了解を得る必要がない二次利用 
      （Green Book Text P72） 

• 国の法令，地方自治体の条例など著作権法で保護対
象となっていない著作物の利用，私的使用のための
複製，保護期間が満了している著作物の利用などは，
転載禁止の表示がされていない限り了解を得ずに使
用することができます。 

• 他人の著作物を「引用」する場合や，教育や試験の目
的で利用する場合，正当な方法で行う限り了解を得る
必要はありません。 

– 自分の著作物の中で他の著作物の一部を掲載する行為を
「引用」といいます。著作権法では「公表された」著作物を
「公正な慣行に合致」し，「報道，批評，研究その他の引用
の目的上正当な範囲内」で著作物の中に引用できると定め
ています。 
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引用の要件 59 

直接引用 
(1)引用する資料等は既に公表されているものであること 

(2)批評や研究などのための「正当な範囲内」であること 

(3)引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 

(4)カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること 

(5)引用を行う必然性があること 

(6)出所の明示を行うこと 

間接引用 
(1)引用元の文章をそのまま使わず、自分の言葉で言い換える 

(2)元の文章の主旨が変わるような表現にしない 

出典：レポート作成上の注意 



第二部  

広島大学における 

科学者の行動規範と
規則 
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広島大学における科学者の行動規範  

①平和を希求する精神 

②新たなる知の創造 ③豊かな人間性を培う教育 

④地域社会・国際社会との共存 ⑤絶えざる自己変革 

○ 広島大学の理念（５原則）の下で、誇りをもって人類社会に貢献 

  することを責務とする。 

 広島大学の理念５原則 

○ 科学研究に携わる者は、平和を脅かす行為を排し、科学によっ 

  て世界の平和に貢献できるよう最善の努力を行う。 

○ 社会的責任を十分に自覚して適切な研究活動を行うとともに、  

  研究費の適正な使用に努めることとする。 

※「研究活動」と「研究費等の使用」における行動規範を策定 
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広島大学における規則  

 広島大学における研究費等の不正使用の防止に関する規則 

○ 研究費等の不正使用の防止 

○ 不正使用があった場合の措置 

コンプライアンス教育の実施 

規則等の遵守の確認を義務化 

不正使用調査委員会等の任務 

  広島大学における研究活動の不正行為の防止及び対応に 

   関する規則 

○ 研究活動の不正行為の防止 

○ 不正行為があった場合の措置 

研究倫理教育の実施 

研究資料等の保存・管理 

不正行為調査委員会等の任務 

   研究活動の不正行為に関する規則 

    研究費等の不正使用に関する規則 

   研究活動の際に必要な手続きを求める規則 

例 ： 動物実験、遺伝子組換実験、利益相反 
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広島大学における研究活動に係る不正行為の防止 
 及び対応に関する規則 

「研究活動における不正行為」の定義 

○ 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことに 

  よる ねつ造 （存在しないデータ、研究結果等を作成すること） 
 

○ 改ざん （研究資料等・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活 

  動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること） 

 

○ 盗用 （他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文 

  又は用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること）  

   

○ ねつ造、改ざん、盗用の行為の証拠隠滅 又は  

  立証妨害（追実験又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠 

   ぺい、廃棄及び未整備を含む） 
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広島大学  学術室学術部 学術支援グループリーダー  

     住所 〒739-8524 東広島市鏡山1丁目3-2  (法人本部棟1階） 

        直通電話   （０８２）４２４−５６７９  
         ファクシミリ  （０８２）４２４−５８９０  
                電子メール   kokuhatsu@office.hiroshima-u.ac.jp  

広島大学  監査室  

     住所 〒739-8524 東広島市鏡山1丁目3-2  (法人本部棟6階） 

        直通電話   （０８２）４２４−６０６８  
         ファクシミリ  （０８２）４２４−４２５１  
                電子メール   kansa-situcho@office.hiroshima-u.ac.jp  

 広島大学の不正使用等の通報窓口 

○ 研究費等の不正使用に関する通報窓口 

 研究費の不正使用  ： 広島大学が管理する全ての経費について、本来の用途以外の用途に 

  研究費等を使用し、 虚偽の請求に基づき研究費等を支出し、又は法令等に違反して研究費を 

  支出すること 

○ 研究活動に係る不正行為に関する告発窓口 

 研究活動に係る不正行為 ： 「広島大学科学者等の行動規範」に違反し、研究成果の作成及 

  び報告の過程において、データ、情報その他研究成果のねつ造、改ざん又は盗用及びこれら 

  の行為の証拠隠滅又は立証妨害すること 
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参考資料 Ⅰ（詳細は「もみじ」に掲載しています。ここでは目次のみ掲載。） 

① 科学への期待と社会との関係 

② 研究活動の本質 

③ 研究成果の発表とは？ 

④ 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン  

    （文部科学大臣決定） 

⑤ 不正行為に対する基本姿勢 

⑥ 研究不正行為に対する取組み 

⑦ 不正行為が大学に与える影響 

⑧ 研究倫理教育の受講を公募要件化 

⑨ 研究倫理教育教材 CITI Japan等 

⑩ 広島大学における学生に対する研究倫理教育の実施 

⑪ 広島大学における研究倫理向上のための取組み 

⑫ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（文部  

    科学大臣決定）の改正 

⑬ 第3次大学院教育振興施策要綱 
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参考資料 Ⅱ（詳細は「もみじ」に掲載しています。ここでは目次のみ掲載。） 

① 広島大学における科学者の行動規範 

② 広島大学における研究活動に係る研究倫理教育推進体制 

③ 広島大学における研究倫理教育の対象者 

④ 広島大学における研究資料等の保存ガイドライン 

⑤ 広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に  

  関する規則 

⑥ 広島大学における研究費等の不正使用の防止に係る体制 

⑦ 広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する規則 

⑧ 広島大学の不正使用等の通報窓口 

⑨ 研究費等の事務処理手続きの情報提供 

⑩ 海外における研究活動に関する注意事項 

⑪ 広島大学研究倫理教育FDの受講証の取扱い 

⑫ 研究倫理教育に関連する主な変更点等 
【規則】 

 広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則 

 広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する規則 
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研究倫理教育教材 

１．『科学者をめざす君たちへ：科学者の責任ある行動とは』 池内了訳，化学同人，1995年． 

  （On Being a Scientist: Responsible  Conduct  in  Research, by  the  Committee  on   

    Science,  Engineering, and  Public Policy  of  the  National Academy of Sciences of the  

    United States. 1995) 

２． 『科学者の不正行為：捏造・偽造・盗用』 山崎茂明著，丸善，2002年． 

３． 『ORI研究倫理入門：責任ある研究者になるために』 山崎茂明訳，丸善，2005年． （ORI  

   Introduction  to  the  Responsible  Conduct  of  Research, by  Nicholas H. Steneck, Office  

   of Research Integrity.2003.) 

４． 『背信の科学者たち：論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか』 牧野賢治訳、講談社 

 （ブルーバックス），2006年． （Betrayers  of  the Truth:  Fraud and  Deceit  in  the  Halls  of  

   Science, by  William Broad and Nicholas Wade,  Simon & Schulster.  1982.) 

５．『パブリッシュ・オア・ペリッシュ：科学者の発表倫理』 山崎茂明著，みすず書房，2007年． 

６．『科学を志す人びとへ：不正を起こさないために』 科学者倫理検討委員会編，化学同人,2007年． 

７．『科学の健全な発展のために：誠実な科学者の心得』 日本学術振興会「科学者の健全な発展のた 

  めに」編集委員会編，丸善, 2015年． （英語版：For the Sound Development  of  Science: The 

     Attitude of a  Conscientious Scientist, Japan Society for  Promotion of  Science Editing  

     Committee “For  the  Sound Development of  Science) 

８.『研究不正 科学者の捏造、改竄、盗用』黒木登志夫著，中公新書，2016年 

９．『研究倫理案内パンフレット』 広島大学,2016年３月． （日本語、英語、中国語） 

10．『レポート作成上の注意』 広島大学,2016年3月． （日本語、英語、中国語） 
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おわりに 

標準プログラム・大学院生（Basic）
の講義はここまでですが、このあと
質疑、専攻や分野等の特性・作法
などについて必要な説明をしてくだ
さい。 
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